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(57)【要約】
　内視鏡は、挿入部を延出するフロント部と、ケーブル
を延出するリアハウジング部をＬ型に繋ぎ、挿入部に繋
がる鉗子ポートを回転可能な構成にして、湾曲操作レバ
ーをＬ型の繋ぎ目中間位置に配置する構成により、フロ
ント部を第１把持部、リアハウジング部第２把持部とし
て機能させて持ち替え可能な構成となり、把持形態に関
わらず、湾曲操作レバーや鉗子ポートの位置と指位置が
合い、快適に操作可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端側に、一軸方向に湾曲可能な湾曲部を備え、前記一軸方向と直交する第１の長手軸
に延伸する長尺な挿入部と、
　前記挿入部の基端側が固定され、処置具の挿入口となる開口部を備えた先端回転部と、
　任意の角度範囲内で回動可能となるように前記先端回転部を一端側に接続する第１把持
部と、
　前記第１把持部の他端側に、前記第１の長手軸と所定の鈍角をなす第２の長手軸でＬ型
に連結される第２把持部と、
　前記第１把持部の他端側に設けられ、前記第１の長手軸と第２の長手軸が成す優角を二
分する角度を初期位置として回動し、前記湾曲部を湾曲させる湾曲操作レバーと、
　前記第２把持部の底端部から前記第２の長手軸と略平行な方向に延出されるユニバーサ
ルケーブルと、を具備し、
　前記第１把持部の非連結側を基準配置位置として、前記開口部が配置される第１形態と
、前記先端回転部の回動により、前記第１把持部の前記基準配置位置の反対側の連結側に
前記開口部が配置される第２形態とを有し、
　前記第１形態の時に、前記第２把持部を把持し、前記挿入部を被検体への挿入方向と略
同じ水平方向に延出させる第１把持形態と、前記第２形態の時に前記第１把持部を把持し
、前記挿入部を下方向に延出させる第２把持形態とを有することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記第１の長手軸と前記第２の長手軸が成す劣角側の前記第１把持部と前記第２把持部
の連結箇所に、両側面が円筒面の一部による凹曲面で形成された頂部を有する突起部が設
けられたことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記第１把持部は、円筒形状を成し、前記第１の長手軸を中心に対向して、前記湾曲操
作レバーよりも先端側の面及び、前記突起部よりも先端側で前記凹曲面に続く面に、対向
する対の略平坦部が設けられたことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第２把持部は、把持時に掌圧が加わらない深さの窪み部を具備し、
　前記窪み部内に、少なくとも１つのスイッチが配置されていることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記基準配置位置は、前記一軸方向の一軸と前記第１の長手軸とがなす第１の平面と前
記湾曲操作レバーの回動がなす第２の平面とが略平行をなすように、前記先端回転部と前
記第１把持部とが配設された位置であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の把持形態が可能な操作部を備える内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、内視鏡装置の操作部（内視鏡本体）は、操作者が一方の手で把持し、他方の手
で挿入部の挿脱操作や鉗子の操作を行っている。この通常の操作部は、例えば、左手で掴
み持つように把持され、各指が届く位置に、挿入部の湾曲操作を行うための湾曲操作レバ
ーや、送水及び吸引を行うためのスイッチ類が配置されている。通常は、左腕を曲げて操
作部を胸から肩の高さまで持ち上げ、操作部から下方に延び出る長尺な挿入部の途中を右
手で支えて、水平方向に方向を変え、水平位置にある挿入開口部から挿入している。
【０００３】
　また、通常の操作部に対して、特許文献１には、水平方向に挿入部が延出する銃型（Ｌ
型）タイプの操作部が提案されている。この操作部は、グリップ部分を把持し、前方から
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水平方向に挿入部が延出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１８９６８５号公報
【発明の概要】
【０００５】
　操作部下部に基端部が配置されて、挿入部が下方に延び出ている。この構成のため、使
用する際には、立ち上がった状態で操作部を胸以上の高さに持ち上げていないと、挿入操
作が行い難くなる。
【０００６】
　これに対して、特許文献１の銃型（Ｌ型）タイプの操作部は、把持部の上部から前方に
張り出した操作部の前部（フロント部）に挿入部の基端部が設けられて、水平方向に挿入
部が延び出ている。この構成であれば、立ち上がった状態で無くとも挿入操作を行うこと
ができる。一方、従来の操作部で挿入部を水平方向にして挿入しようとすると、手首を回
して小指側を上げて、肩位置に担ぎ上げるような無理な姿勢となり、操作性の点で好適で
はない。
【０００７】
　従来の操作部では、湾曲部が上下一軸方向の湾曲機構であった場合に、左右方向を観察
するには、挿入部の軸回り方向に例えば、９０°回転させて、湾曲する方向を変えなけれ
ばならない。操作部から下方に延び出た挿入部は、常に屈曲して使用されているため、操
作部を９０°回転させたとしても、撓みにより減衰されて、挿入部の先端が９０°回転す
るとは限らない。従って、実際には、必要以上に操作部を把持している手の手首を回すこ
ともある。さらに、挿入部が屈曲した状態であれば、挿入部内部の駆動力伝達機構（例え
ば、ワイヤとプーリ等）の損失により、本来の挿入部のトルク追従性や湾曲性能が十分に
発揮されない事態も想定される。
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　Ｌ型タイプの操作部は、患者への挿入方向と略同じ方向に挿入部が延出しているため、
挿入時に屈曲状態が無くなり、挿入部のトルク追従性や湾曲性能の低下が避けられる。し
かし、Ｌ型タイプの操作部に対して、従来の操作部における従来の把持形態の方が操作し
やすいという操作者がいても、購入時の選択で把持形態が一義的に決められてしまい、操
作者によっては、操作し難い内視鏡を使用することになる。
【０００９】
　また、Ｌ型タイプの操作部を単に従来の把持姿勢のように持ち替え、挿入部が下方から
延出するようにフロント部を把持したとしても、湾曲操作レバーと指位置が合わない問題
や、鉗子ポートの開口部が把持する手の真下に位置するという問題が生じてしまう。従っ
て、単なる持ち替えでは、快適な操作を行い難い。　
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態は、操作者の要望に合わせて複数の形態に把持可能で有り、把持姿勢
に関わらず、快適に操作可能な操作部を備える内視鏡を提供する。
【００１１】
　本発明に従う実施形態の内視鏡は、先端側に、一軸方向に湾曲可能な湾曲部を備え、前
記一軸方向と直交する第１の長手軸に延伸する長尺な挿入部と、前記挿入部の基端側が固
定され、処置具の挿入口となる開口部を備えた先端回転部と、任意の角度範囲内で回動可
能となるように前記先端回転部を一端側に接続する第１把持部と、前記第１把持部の他端
側に、前記第１の長手軸と所定の鈍角をなす第２の長手軸でＬ型に連結される第２把持部
と、前記第１把持部の他端側に設けられ、前記第１の長手軸と第２の長手軸が成す優角を
二分する角度を初期位置として回動し、前記湾曲部を湾曲させる湾曲操作レバーと、前記
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第２把持部の底端部から前記第２の長手軸と略平行な方向に延出されるユニバーサルケー
ブルと、を具備し、前記第１把持部の非連結側を基準配置位置として、前記開口部が配置
される第１形態と、前記先端回転部の回動により、前記第１把持部の前記基準配置位置の
反対側の連結側に前記開口部が配置される第２形態とを有し、前記第１形態の時に、前記
第２把持部を把持し、前記挿入部を被検体への挿入方向と略同じ水平方向に延出させる第
１把持形態と、前記第２形態の時に前記第１把持部を把持し、前記挿入部を下方向に延出
させる第２把持形態とを有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、操作者の要望に合わせて複数の形態に把持可能で有り、把持姿勢に関
わらず、快適に操作可能な操作部を備える内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る内視鏡装置を泌尿器科用の内視鏡システムに
適用した例の全体の概略構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の内視鏡装置の実施形態に係る操作部の外観形状を示す図である
。
【図３Ａ】図３Ａは、操作部のリアハウジング部の上部に設けられたスイッチの第１の構
成例を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、前記スイッチの第２の構成例を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、実施形態の操作部を斜め後方から見た外観構成を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、操作部を斜め前方から見た外観構成を示す図である。
【図５】図５は、実施形態の操作部を従来の把持形態で把持する状態を斜め前方から見た
外観構成を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、操作部を第１把持形態で持つ横から見た第１例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、操作部を第１把持形態で持つ上から見た第１例を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、操作部を第１把持形態で持つ第２例を示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、操作部を第１把持形態で持つ第２例を示す図である。
【図８】図８は、操作部を第１把持形態で持つ第３例を示している。
【図９Ａ】図９Ａは、操作部を第２把持形態で持つ第１例を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、操作部を第２把持形態で持つ第２例を示す図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、図２に示すフロント本体の接合面Ａの構成例を示す図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図２に示す先端回転部の接合面Ｂの構成例を示す図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、実施形態の内視鏡の外観の正面図、平面図及び底面図を示す図
である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、実施形態の内視鏡の外観の正面図、平面図及び底面図を示す図
である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、実施形態の内視鏡の外観の正面図、平面図及び底面図を示す図
である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、実施形態の内視鏡の外観の背面図、左側面図、及び右側面図を
示す図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、実施形態の内視鏡の外観の背面図、左側面図、及び右側面図を
示す図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、実施形態の内視鏡の外観の背面図、左側面図、及び右側面図を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１は本発明の一実施形態に係る内視鏡装置を泌尿器科用の内視鏡システムに適用した
例の全体の概略構成を示す図である。　
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　さらに、内視鏡装置は、内視鏡本体１と、照明光を供給する光源装置１０１と、内視鏡
が撮像した映像信号に対して画像処理を行なうカメラコントロールユニット（ＣＣＵ）を
含むビデオプロセッサ１０２と、ビデオプロセッサ１０６から出力される映像信号を表示
するモニタ１０３とで構成される。内視鏡本体１とは、光源装置１０１のコネクタ端子１
０４と、ビデオプロセッサ１０５のコネクタ端子１０９等がユニバーサルケーブル５によ
り接続されている。さらに図示しないが、ビデオプロセッサ１０２に接続され、例えば映
像信号を記録する画像記録装置及び、紙面等に画像を印刷するプリンタを搭載してもよい
。
【００１５】
　図２には、内視鏡装置の一実施形態に係る操作部の外観形状を示す図である。図３Ａは
、操作部のリアハウジング部の上部に設けられたスイッチの第１の構成例を示す図、図３
Ｂは、スイッチの第２の構成例を示す図である。図４Ａは、実施形態の操作部を斜め後方
から見た外観構成を示す図、図４Ｂは、操作部を斜め前方から見た外観構成を示す図であ
る。図１１Ａは、本実施形態の内視鏡の外観の正面を示す図、図１１Ｂは、平面（上面）
を示す図、図１１Ｃは、底面を示す図である。図１２Ａは、同じく内視鏡の外観の背面を
示す図、図１２Ｂは、左側面を示す図、及び図１２Ｃは、右側面を示す図である。
【００１６】
　本実施形態の内視鏡装置の操作部１Ｓは、水平方向に挿入部４が延出する銃型（Ｌ型）
タイプである。挿入部４は、長尺で第１の長手軸に延伸し、その先端には、湾曲部４ａが
設けられている。挿入部の先端面には、被検体（観察対象）を撮像する撮像素子、鉗子孔
の開口部が設けられている。尚、挿入部の先端には、洗浄ノズル（液体及び気体）を設け
てもよい。
【００１７】
　本実施形態では、湾曲部４ａがUP/DOWNの一軸方向（又は、一平面方向）のみに湾曲す
る湾曲機構を想定している。勿論、加えて、UP/DOWN方向に直交するRIGHT / LEFT方向の
２軸方向に湾曲する湾曲機構であってもよい。尚、本実施形態の内視鏡装置は、図示して
いないが、内視鏡本体以外に、被検体部位に照射する照明光を生成する光源ユニットと、
撮像された映像信号に所定の画像処理を施すビデオプロセッサと、映像信号を観察画像と
して表示するモニタと、入力部であるキーボード等を有している。さらに必要に応じて、
洗浄等に用いられる洗浄液（例えば、生理食塩水等）を送水又は気体を送気する送水・送
気ポンプユニット及び、体腔内から不要物を含む洗浄液や気体を吸引する吸引ポンプユニ
ットを設けてもよい。
【００１８】
　また、操作部１Ｓと光源ユニットは、ユニバーサルケーブル５でコネクタ接続されてい
る。ユニバーサルケーブル５は、光ファイバからなるライトガイドの他に、映像信号等を
伝送する複数の信号線、チューブからなる気体及び液体の供給路（送気送液チャンネル）
と排出路を含んでいる。
【００１９】
　本実施形態の操作部１Ｓは、銃型（Ｌ型）を成し、水平方向に延びるフロント部２［第
１把持部］と、下方に延びるリアハウジング部３［第２把持部］とが一体的に構成される
。尚、以下の説明におけるリアハウジング部３の前方側とは、把持する際に指が掛かりフ
ロント部２に向く側であり、後方側とは、把持された際に、手のひらが当接する側をいう
ものとする。挿入部４においては、挿入方向から見て、先端側と基端側とし、先端側には
湾曲部４ａが設けられ、基端側は操作部１Ｓと繋がっている。挿入部の管路内には、信号
線（映像信号及びセンサ信号等）、導光路、気体及び液体に対する供給路と排出路、及び
鉗子孔が配設されている。勿論、供給路と排出路の装備は、共に必須ではない。
【００２０】
　また、フロント部２の後端底面側がリアハウジング部３の上端側と繋がって一体的に形
成され、フロント部２の後端の側面に回動可能な湾曲操作レバー７が軸支されている。本
実施形態では、フロント部２の中心軸（第１の長手軸）に対してリアハウジング部３の中
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心軸（第２の長手軸）が成す劣角α、ここでは鈍角、例えば、１０５°の傾斜するリアグ
リップ角度でリアハウジング部３が延出している。このリアグリップ角度は、使用形態に
合うように適宜、設計変更できる。ここでは、操作者が座った状態で、且つ操作部１Ｓを
体の正面で構えて使用する形態を想定し、手首や腕を自然な状態（即ち、手首を曲げない
状態）で湾曲操作レバー７の操作がしやすくなる角度に設定している。
【００２１】
　リアハウジング部３は、断面が楕円形状を成し、外形状が、把持した際の指の握りに沿
う略Ｓカーブ形状のＳカーブ部ＳＣ１、且つ手のひらが密着するように当接する略Ｓカー
ブ形状のＳカーブ部ＳＣ２を成している。また、リアハウジング部３は、両側面が前方側
に対して後方側が少なくとも一段低くなるように形成され、これらの間を滑らかに繋ぐ段
差１４を設けている。これは、把持した際に指の掛かりがよく、手中でズレや回転しない
ように設けられている。
【００２２】
　リアハウジング部３には、底端部６からユニバーサルケーブル５が延出されるように設
けられている。この底端部６は、リアハウジング部３の底部から段差無く滑らかに先細り
に絞り込まれる形状を成し、ユニバーサルケーブル５に対する折れ止めとして機能し、さ
らに、グリップ部の一部としても機能している。また、底端部６から延出するユニバーサ
ルケーブル５は、リアハウジング部３の中心軸（第２の長手軸）に対して、数度（例えば
５°の逃げ角γ）の角度で前方寄りに傾くように設けられている。この逃げ角を設けるこ
とにより、操作者がリアハウジング部３やユニバーサルケーブル５の捻り動作を行っても
、ユニバーサルケーブル５は操作者の身体、特に胸部、腹部や腕からユニバーサルケーブ
ル５が離されて当たりにくくなり、手技の妨げにならないように考慮されている。
【００２３】
　さらに、リアハウジング部３の後方側上部には、図３Ａに示すような内面に丸みを有す
る窪み部１３が形成され、その窪み内に、押下操作により送水及び吸引等の駆動を行うた
めのスイッチ１１，１２が配置されている。本実施形態のスイッチ１１，１２は、押下に
よりオンする円盤形状のボタンスイッチであり、水密に設けられている。一方のスイッチ
（ここではスイッチ１１）のみに、触った際にスイッチを識別できる小突起が表面中央に
形成されている。リアハウジング部３を手で握った際には、ハウジング表面に母指球部分
が当接し、この母指球部分の掌圧により、スイッチ１１，１２が押下されて誤動作するこ
とが想定される。そこで、この窪み部１３は、母子球部分による掌圧が加わり難い深さに
設けられている。
【００２４】
　また、図３Ｂに示すように、リアハウジング部３の後方側上部で一段低くなるように窪
み部１３を設けて、その窪み部１３内は上述と同様に曲面に形成し、さらに、各スイッチ
１１，１２の周囲には、リング部１１ａ，１２ａを設けている。これらのリング部１１ａ
，１２ａを設けたことで、指先でスイッチ自体を押し込むことで動作する。従って、把持
により母指球部分の掌圧が加わったとしても、リング部１１ａ，１２ａにその掌圧が掛か
り、スイッチが押し込まれることがなく、誤動作することがない。
【００２５】
　本実施形態によれば、窪み部１３を設けた構成により、スイッチ１１，１２の周辺がリ
アハウジング部３表面よりも窪んだ位置に配置され、把持の際に掌圧が加わったとしても
、スイッチ１１，１２が押下されず、誤動作しないことを実現する。また、窪み部１３を
曲面の窪みにしたことにより、操作する際に指先がスイッチからやや外れたとしても押し
込むに従い、その指先が窪み中央に滑り向かうため、スイッチを確実に押下することがで
きる。さらに、窪み部１３が曲面で形成されているため、汚れが溜まり難く、洗浄が容易
である。
【００２６】
　本実施形態の湾曲操作レバー７は、回動支持部位７ａと操作部位７ｂにより構成される
片持ち支持のＬ型形状であり、回動支持部位７ａが一方のハウジング（繋ぎ箇所）側面に
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回動可能に回転軸７ｃで軸支されている。さらに、操作部位７ｂの表面には、並列する複
数の溝による滑り止め構造となっている。溝以外にも、ドット状の凸部を散点するように
形成してもよいし、別途、滑り止め用部材を接着してもよい。
【００２７】
　この湾曲操作レバー７は、フロント部２の中心軸（第１の長手軸）とリアハウジング部
３の中心軸（第２の長手軸）の交差角度（優角）βに対して、略１／２の角度の位置を初
期位置０°として設定される。初期位置０°とは、挿入部４の湾曲部４ａが直線状に伸び
た状態とする。例えば、湾曲操作レバー７は、把持時の親指による操作が想定された構成
である。湾曲操作レバー７は、フロント部２内の公知な牽引機構に取り付けられており、
湾曲操作レバー７を回動操作することで、図示しない挿入部内に配されたワイヤを牽引し
て、湾曲部４ａを湾曲させている。
【００２８】
　また、互いの中心軸が交差する交点の近傍に操作部１Ｓの重心が来るように設計されて
いる。本実施形態では、指置きスペース１０に掛かるように設計され、図７Ａに示すよう
に把持した場合には、中指の近傍に重心が掛かっている。
【００２９】
　本実施形態では、湾曲部４ａの湾曲動作をより微細に動かすために、操作部位７ｂの回
動移動距離（円周長）が長く取れるように、回転軸７ｃをフロント部２の中心軸とリアハ
ウジング部３の中心軸の交点の位置よりも、略８ｍｍ程度、下方に下げて、回動支持部位
７ａを長くしている。勿論、この数値は設計上で生じたものであり、限定されるものでは
ない。　
　リアハウジング部３とフロント部２の繋ぎ箇所の下方には、把持時のスペースである指
置きスペースを分離し、最適な把持位置の基準になるトリガー形状の指置き突起部８が一
体的に形成されている。本実施形態のトリガー形状とは、突起する頂部に対してリアハウ
ジング部３とフロント部２の両側面を略平坦な面が湾曲する円筒面の一部による凹曲面で
形成する構造であり、凹曲面により、前後に指置きスペース９，１０を生じさせている。
また、指置きスペース９の一部は、円筒形状を成すフロント本体２２に略平坦な面９Ｆと
して形成されている。
【００３０】
　操作部１Ｓを把持した際に、例えば、図６Ａのように指置きスペース９に人差し指、指
置きスペース１０に中指を置いて把持することにより、最適な把持位置を確保しながら、
よりグリップ力が高められて、安定した把持状態を維持することができる。また、指置き
スペース９はフロント部下面に略平坦な面９Ｆが設けられているため、人差し指がフロン
ト本体２２に当たる面積が大きくなり、長時間把持しても痛みを感じにくい。したがって
長時間把持しても、より精細な観察や手技を実現することができる。
【００３１】
　次に、フロント部２について説明する。　
　フロント部２は、挿入部４側に向かう先細り形状で断面が円筒又は楕円に形成されてい
る。本実施形態では、リアハウジング部３（第２把持部）に替わって、フロント部２を第
１把持部として機能させるために、リアハウジング部３に近い外周径を有している。この
フロント部２は、第１把持部となるフロント本体２２と、回転機構（図９に示す）で回転
可能な先端回転部２１と、挿入部４の基端側を固定して挿入部４の折れ止め機能を有する
先細り形状の先端部１５と、で構成される。
【００３２】
　先端回転部２１は、開口部である鉗子ポート（鉗子口）１６が設けられており、挿入部
４の鉗子孔に挿通している。先端回転部２１は、先端部１５と固定されており、フロント
本体２２に対して、挿入部４と鉗子ポート１６が一体的に回転する。本実施形態では、鉗
子ポート１６が先端回転部２１の反対側に回転移動するための少なくとも１８０°以上３
６０°未満の回動範囲を想定している。この鉗子ポート１６を回動させることによって、
把持形態に応じて鉗子ポートを最適な位置に変更可能である。ここで、鉗子ポート１６が
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図２に示すように、フロント部２の上面側（フロント部２とリアハウジング部の非連結側
）に配置されている形態を第１形態とし、この鉗子ポート１６の位置を基準配置位置とす
る。また、フロント部２の下面側（フロント部２とリアハウジング部の連結側））に配置
されている形態を第２形態として、説明する。
【００３３】
　フロント本体２２は、手で把持するための長さを有しており、加えて、把持した場合に
、鉗子ポート１６に対する鉗子の挿脱作業に支障を生じさせないフロントグリップ長とな
っている。また、フロント本体２２の上面は、リアハウジング部３を把持した際に、湾曲
操作レバー７から指（例えば、人差し指）が掛かる長さまでが、指置きスペース９の略平
坦な面９Ｆと略平行となる略平坦な面１７Ｆを有する指置きスペース１７が形成されてい
る。
【００３４】
　さらに、リアハウジング部３と同様に、フロント本体２２においても、上面側が下面側
よりも一段低くなるように形成され、これらの間を滑らかに繋ぐ段差１８を設けている。
段差１８により、把持した際に指の掛かりがよくなり、手中で不用意なズレや回転が発生
し難くなる。
【００３５】
　次に、図１０に概念的に示す回転機構の一例について説明する。図１０Ａは、図２に示
すフロント本体２２の接合面Ａの構成例を示し、図１０Ｂは、図２に示す先端回転部２１
の接合面Ｂの構成例を示している。
【００３６】
　フロント本体２２と先端回転部２１は、固定軸３４と回転軸３５とが嵌合して連結し、
先端回転部２１が回動可能に連結されている。例えば、固定軸３４と回転軸３５の間には
、ベアリングやＯリング等を介在させて回転可能にしている。また、図示していないが、
互いの外周の当接面においては、図示しない防水部材により、水密に構成されている。
【００３７】
　フロント本体２２の接合面Ａにおいて、ユニバーサルケーブル５の光ファイバから導光
された照明光を２分されて出射する同一の弧型形状の出射窓３１ａ，３１ｂが設けられて
いる。この例では、回動範囲（角度）が１８０°に設定されている。この出射窓３１ａ，
３１ｂの位置を変更することで、先端回転部２１の回動範囲を変更することができる。ま
た、フロント本体２２と接合する先端回転部２１には、出射窓３１ａに合致する照明光の
入射窓３２が設けられている。フロント本体２２と先端回転部２１とが接合された際には
、光コネクタと同様に外部に漏れ出ないように極近くで対向している。尚、入射窓３２及
び出射窓３１ａ，３１ｂは、表面が共に接合面よりわずかに後退した位置に設けられてお
り、回動により接合面が接触しても窓表面が擦過することはない。
【００３８】
　例えば、操作部１Ｓが図２に示す形態であれば、図１０Ｂに示す鉗子ポート１６が上方
に位置しており入射窓３２が出射窓３１ａ側に対向し、照明光が出射窓３１ａを通じて入
射窓３２に入射し、挿入部４の先端に設けられた照明窓（図示せず）から照明光が照射さ
れる。また、操作部１Ｓが後述する図５に示す形態であれば、図１０Ｂに示すように、鉗
子ポート１６（点線で示す）が下方に回動されて、入射窓３２（点線）が移動して出射窓
３１ｂ側に対向し、照明光が出射窓３１ｂを通じて入射窓３２に入射されて、照明窓から
照明光が照射される。
【００３９】
　さらに、ファイバケーブル以外の信号配線３３や、供給路及び排出路の管路（チューブ
）は、カールコードのように、１巻き又は２巻き程度の螺旋状に形成することにより、回
動時に加わる負荷を軽減させることができる。また、手技中に先端回転部２１が不要に回
転しないようにするために、係止機構が設けられている。この例では、先端回転部２１に
は、V溝３６が形成され、フロント本体２２には、ストッパ部３７が設けられている。ス
トッパ部３７は、バネ等の弾性体に取り付けられて進退する球状のストッパ部位で構成さ
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れ、係止時には、V溝３６にストッパ部位が落ち込んで、先端回転部２１の不要な回転を
防止する。また、弾性部材の弾性力を変えることで、回転を防止する係止力を適宜、調整
することができる。
【００４０】
　尚、ここでは、０°と１８０°の２つの形態に切り換える例について説明したが、出射
窓３１の遮光部３１ｃを取り除くことで、０°から１８０°の間であれば、さらに、V溝
３６を形成することで、任意の角度で先端回転部２１を停止させておくことも可能である
。また、出射窓３１の円周の長さを変えることで、１８０°以上の角度範囲の回動につい
ても対応可能である。
【００４１】
　次に、図６Ａ乃至図９Ｂを参照して、操作部１Ｓの把持形態について説明する。以下の
説明において、患者への挿入方向とほぼ同じ略水平方向に挿入部が延出するように操作部
１Ｓを把持する形態を第１把持形態とし、垂直方向に挿入部が延出するように操作部１Ｓ
を把持する形態を第２把持形態（従来型の操作部の把持形態）と称する。　
　図６Ａ，６Ｂ、図７Ａ，７Ｂ及び図８は、操作部１Ｓを第１把持形態で持つ例を示して
いる。図９Ａ，９Ｂは、操作部１Ｓを第２把持形態で持つ例を示している。
【００４２】
　図６Ａ，６Ｂに示す第１例の第１把持形態は、指置きスペース９に人差し指を置き、指
置きスペース１０に中指を置いて、指置き突起部８を挟むようにリアハウジング部３を把
持する把持形態である。この把持形態は、操作部１Ｓの重量が中指に掛かり、且つ手首が
自然な状態で把持しているため、状態が安定し、親指によるレバー操作やスイッチ操作が
しやすくなり、操作者への負担が軽減される。また、挿入部４が患者への挿入方向とほぼ
同じ略水平方向に延伸して屈曲する箇所がないため、手首の捻りにより、挿入部４を回転
でき、容易に湾曲部４ａの湾曲方向を変えることができる。従来のように挿入部４の屈曲
する箇所がないため、挿入部内部の駆動力伝達機構（例えば、ワイヤとプーリ等）の損失
が低減されて、本来の挿入部のトルク追従性や湾曲性能を発揮することができる。第１把
持形態であれば、操作者は、観察や手技を椅子に座ってできるため、操作者への疲労が軽
減できる。
【００４３】
　図７Ａ，７Ｂに示す第２例の第１把持形態は、指置きスペース９に中指を置き、指置き
スペース１０に薬指を置いて、指置き突起部８を挟むようにリアハウジング部３を把持し
、さらに、人差し指をフロント本体２２の上面の平坦な指置きスペース１７に人差し指を
置いて把持する把持形態である。この形態によれば、前述した図６Ａの第１把持形態の作
用効果に加えて、人差し指をフロント本体２２上に置いているため、フロント部２の中心
軸、即ち、挿入部４の基端部の中心軸がより操作者の腕の中心軸（手首の回転の中心軸）
に近くなる。このため、挿入部４を回転させる手首の捻り操作がより細かく伝達されて、
より精細な観察や手技を実現することができる。また、湾曲操作レバー７と親指の距離が
近くなり、手の小さな操作者でも快適に湾曲操作レバー７を操作可能である。さらに、湾
曲操作レバー７の横方向から操作可能になり、親指の疲労蓄積を軽減することができる。
また、指置きスペース９および１７はそれぞれフロント本体２２に略平坦な面９Ｆおよび
１７Ｆが設けられているため、人差し指および中指がフロント本体２２に当たる面積が大
きくなり、長時間把持しても痛みを感じにくい。
【００４４】
　図８に示す第１把持形態は、指置きスペース９を空けて、指置きスペース１０以下のリ
アハウジング部３を把持する形態である。この把持形態は、湾曲操作レバー７と親指の距
離が遠くなり、手の大きな操作者でも快適に把持することが可能である。
【００４５】
　次に、従来の把持形態について説明する。図９Ａは、操作部を第２把持形態で持つ第１
例を示す図、図９Ｂは、操作部を第２把持形態で持つ第２例を示す図である。　
　図９Ａに示す第２把持形態は、図２に示す第１形態の先端回転部２１を１８０°回転さ
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せて、鉗子ポート１６をフロント部２の上側から下側に移動させる。この回転により、図
５に示すように、鉗子ポート１６がリアハウジング部３側に配置される。
【００４６】
　第２把持形態は、フロント部２側から手を掛けて、指置きスペース１０に人差し指を置
き、指置きスペース９に中指を置いて、指置き突起部８を挟むように把持する把持形態で
ある。この把持形態では、湾曲操作レバー７と親指の距離が近くなり、快適にレバーを操
作可能である。
【００４７】
　図９Ｂに示す第２把持形態は、指置きスペース９に人差し指を置いてフロント部２を把
持する把持形態である。　
　これらの第２把持形態は、従来タイプ（挿入部が下方から延出するタイプ）の操作部を
把持し、これまでの操作部と同じ操作で観察や手技を行うことができる。また、フロント
部２は、従来の操作部のグリップ部に比べて、細径化されているため、手の小さい操作者
に対しても把持しやすくなっている。また、フロント部２においても滑らかな段差１８を
設けているため、把持した際に指の掛かりがよくなり、手中で不用意なズレや回転が発生
し難くなる。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態の内視鏡の操作部は、ユニバーサルケーブルを延出す
るリアハウジング部３と、挿入部を延出するフロント部２がＬ型形状を成して構成される
。　
　この操作部は、鉗子ポートを回転させて位置を変更するだけで、２つの異なる把持形態
を実現でき、リアハウジング部３を把持する第１把持形態では、挿入部が患者への挿入方
向と略同じ水平方向に延出される。フロント部２を把持する第２把持形態では、挿入部が
下方に延出される。
【００４９】
　尚、本実施形態の操作部１Ｓは、先端回転部２１を回動させない場合は、第１把持形態
と第２把持形態においては、湾曲操作レバー７の操作方向と湾曲部４ａの湾曲方向は反対
になっている。つまり、持ち替え時に、操作部１Ｓを１８０度反転させて把持するため、
湾曲操作レバー７の操作方向と湾曲部４ａの湾曲方向が入れ替わってしまう。しかし把持
形態の変更に加えて、先端回転部を更に１８０度回転させることにより、第１把持形態と
第２把持形態において、湾曲操作レバー７の操作方向と湾曲部４ａの湾曲方向は同一にな
る。
【００５０】
　従って、第１把持形態は、手首が自然な状態で安定して把持でき、親指によるレバー操
作やスイッチ操作がしやすくなり、操作者への負担が軽減される。挿入部４が患者への挿
入方向と略同じ水平方向に延伸して屈曲する箇所がないため、手首の捻りにより、挿入部
４を回転でき、容易に湾曲部４ａの湾曲方向を変えることができる。また、挿入部４の屈
曲する箇所がないため、入部内部の駆動力伝達機構の損失が低減され、本来の挿入部のト
ルク追従性や湾曲性能を発揮することができる。
【００５１】
　第１把持形態であれば、操作者は、椅子に座って観察や手技を椅子ができ、疲労の蓄積
が軽減される。本実施形態の操作部１Ｓは、リアハウジング部３表面よりも窪んだ窪み部
１３内に、スイッチ１１，１２を配置したことにより、把持した際に、手のひらの母指球
部分の掌圧が加わったとしても、スイッチが押下されることはなく、誤動作し難い。また
、第２把持形態では、挿入部が下方に延出されて、従来から使い慣れた形態にでき、操作
に対する不安感をなくすことができる。
【符号の説明】
【００５２】
　１…内視鏡本体、１Ｓ…操作部、２…フロント部、３…リアハウジング部、４…挿入部
、４ａ…湾曲部、５…ユニバーサルケーブル、６…底端部、７…湾曲操作レバー、７ａ…
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回動支持部位、７ｂ…操作部位、７ｃ…回転軸、８…指置き突起部、９，１０，１７…指
置きスペース、１１，１２…スイッチ、１３…窪み部、１４，１８…段差、１５…先端部
、１６…鉗子ポート、２１…先端回転部、２２…フロント本体、３１ａ．３１ｂ…出射窓
、３１ｃ…遮光部、３２…入射窓、３３…信号配線、３４…固定軸、３５…回転軸、３６
…溝、３７…ストッパ部。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０Ａ】
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【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端側に、一軸方向に湾曲可能な湾曲部を備え、前記一軸方向と直交する第１の長手軸
に延伸する長尺な挿入部と、
　前記挿入部の基端側に設けられた第１把持部と、
　前記第１把持部の基端側に、前記第１の長手軸と所定の鈍角をなす第２の長手軸でＬ型
に連結される第２把持部と、
　前記第１把持部と前記第２把持部との間に設けられ、前記第１の長手軸と前記第２の長
手軸が成す交差角度を二分する角度を初期位置として回動し、前記湾曲部を湾曲させる湾
曲操作レバーと、
　前記挿入部の基端側であって前記第１把持部の先端側に固定され、処置具の挿入口とな
る開口部を備え、前記第１把持部の非連結側を基準配置位置として前記開口部が配置され
る第１形態から、前記第１把持部の前記基準配置位置の反対側の連結側に前記開口部が配
置される第２形態へと前記第１把持部に対して前記挿入部と共に回動可能な先端回動部と
、
を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記第１形態の時に、前記第２把持部を把持し、前記挿入部を被検体への挿入方向と略
同じ水平方向に延出させる第１把持形態と、前記第２形態の時に前記第１把持部を把持し
、前記挿入部を下方向に延出させる第２把持形態とを有することを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記第１の長手軸と前記第２の長手軸が成す劣角側の前記第１把持部と前記第２把持部
の連結箇所に、両側面が円筒面の一部による凹曲面で形成された頂部を有する突起部が設
けられたことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第１把持部は、円筒形状を成し、前記第１の長手軸を中心に対向して、前記湾曲操
作レバーよりも先端側の面及び、前記突起部よりも先端側で前記凹曲面に続く面に、対向
する対の略平坦部が設けられたことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記第２把持部は、把持時に掌圧が加わらない深さの窪み部を具備し、
　前記窪み部内に、少なくとも１つのスイッチが配置されていることを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記基準配置位置は、前記一軸方向の一軸と前記第１の長手軸とがなす第１の平面と前
記湾曲操作レバーの回動がなす第２の平面とが略平行をなすように、前記先端回動部と前
記第１把持部とが配設された位置であることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　本発明に従う実施形態の内視鏡は、先端側に、一軸方向に湾曲可能な湾曲部を備え、前
記一軸方向と直交する第１の長手軸に延伸する長尺な挿入部と、前記挿入部の基端側に設
けられた第１把持部と、前記第１把持部の基端側に、前記第１の長手軸と所定の鈍角をな
す第２の長手軸でＬ型に連結される第２把持部と、前記第１把持部と前記第２把持部との
間に設けられ、前記第１の長手軸と前記第２の長手軸が成す交差角度を二分する角度を初
期位置として回動し、前記湾曲部を湾曲させる湾曲操作レバーと、前記挿入部の基端側で
あって前記第１把持部の先端側に固定され、処置具の挿入口となる開口部を備え、前記第
１把持部の非連結側を基準配置位置として前記開口部が配置される第１形態から、前記第
１把持部の前記基準配置位置の反対側の連結側に前記開口部が配置される第２形態へと前
記第１把持部に対して前記挿入部と共に回動可能な先端回動部と、を有する。
【手続補正書】
【提出日】平成28年7月15日(2016.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端側に、一軸方向に湾曲可能な湾曲部を備え、前記一軸方向と直交する第１の長手軸
に延伸する長尺な挿入部と、
　前記挿入部の基端側に設けられた第１把持部と、
　前記第１把持部の基端側に、前記第１の長手軸と所定の鈍角をなす第２の長手軸でＬ型
に連結される第２把持部と、
　前記第１把持部と前記第２把持部との間で、前記鈍角に対する優角側に設けられ、前記
優角を二分する角度による位置を初期位置として回動し、前記湾曲部を湾曲させる湾曲操
作レバーと、
　前記挿入部の基端側であって前記第１把持部における先端側に設けられ、処置具の挿入
口となる開口部を備え、前記開口部が前記優角側に配置される基準配置位置の第１形態と
、前記開口部が前記鈍角側に配置される第２形態との間で、前記第１把持部に対して前記
挿入部と共に回動可能な先端回転部と、
を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記第１形態の時に、前記第２把持部を把持し、前記挿入部を被検体への挿入方向と略
同じ水平方向に延出させる第１把持形態と、前記第２形態の時に前記第１把持部を把持し
、前記挿入部を下方向に延出させる第２把持形態とを有することを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記第１の長手軸と前記第２の長手軸が成す劣角側の前記第１把持部と前記第２把持部
の連結箇所に、両側面が円筒面の一部による凹曲面で形成された頂部を有する突起部が設
けられたことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第１把持部は、円筒形状を成し、前記第１の長手軸を中心に対向して、前記湾曲操
作レバーよりも先端側の面及び、前記突起部よりも先端側で前記凹曲面に続く面に、対向
する対の略平坦部が設けられたことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記第２把持部は、把持時に掌圧が加わらない深さの窪み部を具備し、
　前記窪み部内に、少なくとも１つのスイッチが配置されていることを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡。
【請求項６】



(17) JP WO2015/194486 A1 2015.12.23

　前記基準配置位置は、前記一軸方向の一軸と前記第１の長手軸とがなす第１の平面と前
記湾曲操作レバーの回動がなす第２の平面とが略平行をなすように、前記先端回転部と前
記第１把持部とが配設された位置であることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明に従う実施形態の内視鏡は、先端側に、一軸方向に湾曲可能な湾曲部を備え、前
記一軸方向と直交する第１の長手軸に延伸する長尺な挿入部と、前記挿入部の基端側に設
けられた第１把持部と、前記第１把持部の基端側に、前記第１の長手軸と所定の鈍角をな
す第２の長手軸でＬ型に連結される第２把持部と、前記第１把持部と前記第２把持部との
間で、前記鈍角に対する優角側に設けられ、前記優角を二分する角度による位置を初期位
置として回動し、前記湾曲部を湾曲させる湾曲操作レバーと、前記挿入部の基端側であっ
て前記第１把持部における先端側に設けられ、処置具の挿入口となる開口部を備え、前記
開口部が前記優角側に配置される基準配置位置の第１形態と、前記開口部が前記鈍角側に
配置される第２形態との間で、前記第１把持部に対して前記挿入部と共に回動可能な先端
回転部と、を有する。
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